
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

伊予消防等事務組合消防本部 

伊予消防署   089-982-0119   松前消防署 089-984-3404 

中山出張所   089-967-1171   砥部消防署 089-962-2119 

双海出張所   089-986-0074   広田出張所 089-969-2121 

家庭に潜む火災危険！！ 
たばこ 

平成３０年中の全国における火災の原因第

１位は、「たばこ」です。 

たばこによる火災は、消したことを確認せ

ず、あるいは火が着いたまま捨てたりしたた

めに発生していることが多く、これは喫煙者

が気をつければ防ぐことができます。 

また、自分に喫煙の習慣がなくても、ご家族

にたばこを吸われる方がおりましたら、住宅

防火のために日頃から気を配り、家族として

注意喚起するなど、ご家庭で防火対策を考え

ましょう。 

放火 

放火による火災から住まいや地域を守るに

は、放火されない環境づくりが大切です。 

共同住宅の共用部分や家の回りを整理して

燃えやすいものを置かないようにしましょ

う。また、ごみ 

出しルールの徹 

底や夜間パトロ 

ールなど、地域 

全体で取り組む 

ことも大切です。 

電気 

電気が原因による火災を防ぐために。 

気付いたらたこ足配線になっていないように、コンセントや電気コード 

の周りをこまめに整理・清掃する。 

素人工事は行わない。 

火災発生！そのときあなたは… 

！ １ 早く消す！ 
火災は最初の消火が決め手です。 

被害を最小限に抑えるために、住 

宅用消火器等を設置し、使い方を 

習得しておきましょう。 
 
２ 早く逃げる！ 
日ごろから避難経路を確認しておきましょう。 

燃えている建物の中に戻るのは絶対にやめてください。 

火災に早く気づくための手段として、住宅用火災警報器があります。 

住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、 

火災を感知しなくなることがあるため、とても危険です。 

設置から 10 年が経過、電池切れした場合は、新しい住宅用火災警 

報器と取替えましょう。 
 

３ 早く通報する！ 
119番通報すると伊予消防等事務組合消防本部の通信指令室につな 

がります。落ち着いて通報できるように、電話機の近くに住所、電 

話番号等の通報内容のリストを置いておくとよいでしょう。 

①安全ピンを上 

に引き抜く 
②ノズルを火元に 

向ける 

③レバーを強く 

にぎる 

④燃えているもの 

に放射する 


